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はじめに 

１．計画の背景及び目的 

近年、人口減少、少子高齢化など社会情勢の変化等により、全国で空家が年々増加していま

す。このような空家の中には、管理が不十分なものや、老朽化が著しいものがあり、今後、こ

のような空家の増加は、防災、衛生、景観等の面から地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼ

すことが危惧されています。 

国においては、平成 27 年５月に、「空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「空家法」

という。）」が施行されました。空家法では、空家等の所有者等に対して空家等の適正管理の責

務が明示されるとともに、市町村に対しては、空家等対策計画の策定とこれに基づく空家等に

関する対策の実施、その他、管理不十分な空家等に対して必要な措置を適切に講じるよう努め

ることが示されました。 

本町では空家等に関する多様な課題に対して、総合的な空家等対策を計画的に推進すること

で空家等の増加の抑制と管理不十分な空家等の解消、住民の良質な生活環境の保全、さらには

活力ある地域づくりを実施するため、「河南町空家等対策計画」を策定します。 

２．空家等対策計画の位置付け 

本計画は、空家法第６条に基づき策定するもので、同法第５条に基づき国が定めた「空家等

に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」に即して策定する計画です。 

また、美しい河南町環境条例（以下、「環境条例」という。）及び本町の最上位計画である「河

南町第四次総合計画」や「河南町都市計画マスタープラン」をはじめとする町の関連計画、大

阪府が策定した「空家総合戦略・大阪」と整合を図るものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．空家等対策計画の期間 

平成 30年度（2018年）から平成 39年度（2027年）の 10年間とし、必要に応じて計画の見

直しを行います。 

 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法・ 

基本的な指針 
河南町第四次総合計画 

河南町都市計画マスタープラン 

上位・関連計画 

河南町地域防災計画 

その他の計画 

整合 

河 南 町 空 家 等 対 策 計 画 

空家総合戦略・大阪 

即す 

整合 
整合 

河南町まちづくり戦略 
美しい河南町環境条例 

計画期間：平成 30年度（2018年）から平成 39年度（2027年）まで 
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空家等対策計画の基本的事項 

１．空家等の種類と計画対象 

本計画で対象とする空家等は、住宅のみだけでなく、店舗、事務所、建築物に附属する工作

物（倉庫などの用途）も含めた空家法第２条第１項の「空家等」を対象とします。 

２．計画の対象とする地区 

河南町全域を本計画策の対象地区とします。 

空家等の現状と課題 

１．空家等実態調査からみた現状と課題 

（１）現地外観調査 

①調査概要 

調査対象地区 河南町全域 

調査対象の建物 水道閉栓、航空写真などから空家と判断した箇所に存在する建物 

調査実施期間 平成 28年 11月～12月 

調査方法 調査員が、道路上等から外観目視により空家の状況を調査 

②調査結果（概要） 

水道閉栓情報や、航空写真などから判断し、空家の現地調査の

対象とした 432件の内、空家と判定されたものは 258件、空家で

ないと判定されたもの（調査不能を含む。）は、174件でした。 

（２）所有者アンケート調査 

現地外観調査で、空家と判定された建物 258件について所有者調査を行い、所有者不明の 33

件を除く 225件について、以下のとおりアンケート調査を実施しました。 

調査対象者 220件※ 

調査実施期間 平成 28年 12月～平成 29年 2月 

調査方法 郵送による配布・回収 

アンケート調査結果を踏まえた空家数は、「空家でない」と回答された 61件を除く 197件と

なりました。 

（３）実態調査からみた課題 

・衛生、景観、近隣の生活環境への影響がみられる空家が存在しています。 

・空家所有者は空家に対して多岐に渡る問題を抱えています（下図）。 
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空家等対策に関する基本方針 

１．空家等対策の基本的な考え方 

空家等は個人の財産であるため、空家等の所有者等が自らの責任により、その適切な維持・

管理に努めることが大前提です。しかし、住民に最も身近な行政主体である本町も、地域の実

情に応じて、地域活性化等の観点から所有者等による空家等の有効活用を促進する一方、周辺

の生活環境に悪影響を及ぼす空家等については、各法令に照らし合わせながら関係機関と連携

しつつ、所要の措置を講ずるなど、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施していくこ

ととします。 

２．空家等対策の基本方針 

（１）空家等の発生抑制と適切な維持管理の促進 

空家等の発生の初期段階から所有者等や住民に対して、空家等がもたらす社会的な悪影響に

ついて認識してもらうよう、空家等の予防や管理責任に関する情報の発信や様々な相談に対応

できる体制を構築することにより、空家等の発生抑制と適切な維持管理を促進します。 

（２）空家等の流通と利活用の促進 

空家等の利活用の方法で悩んでいる所有者等に対して有効な流通、利活用に関する施策を講

じ、あるいは、これらに関する諸制度の紹介を行っていきます。また耐震性の課題等、流通、

利活用を阻害している要因に対して所要の対策を講じ、これらにより、空家等の流通と利活用

を促進します。 

（３）管理不適切な空家等への対応と特定空家等への措置 

管理が不適切な放置状態の空家等の所有者等に対して適正な管理を指導し、特定空家等と認

められるものについては、各種法令に基づいて必要な措置を講じていきます。 

空家等対策の主な取り組み 

１．空家等の発生抑制と適切な維持管理の促進 

（１）所有者等への周知・啓発  （２）空家等に関する相談窓口の紹介 

（３）空家等の適正管理の促進  （４）空家等相談会、セミナーの開催 

２．空家等の流通と利活用の促進 

（１）空家バンク制度の創設  （２）マイホーム借り上げ制度の活用促進 

（３）他の用途への活用の促進 （４）跡地活用の誘導と除却補助制度の検討 

（５）耐震性確保の促進 

３．管理不適切な空家等への対応と特定空家等への措置 

（１）管理不適切な空家等への対応 

① 所有者等への助言、指導（空家法第９条、第 10条、第 12条） 

② 立入調査の実施（空家法第９条・環境条例第 18条） 

③ 他の法令等に基づく諸制度の活用 

ⅰ）建築基準法 ⅱ）道路法 ⅲ）消防法 ⅳ）災害対策基本法 ⅴ）災害救助法 など 
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① 特定空家等の判断基準 

判断基準については、国ガイドライン及び大阪府から技術的助言として示されている「国特

定空家等ガイドラインの運用に係る技術的助言」に準拠し、「特定空家等に対する措置を講ず

るか否かの判定表」（河南町空家等対策計画 資料編９頁参照）を用いることとします。また、

判断に際しては河南町空家等対策庁内検討委員会において関係課の意見を踏まえるなど、総合

的に判断します。 

 

② 特定空家等への措置 

(ⅰ) 助言又は指導 

（空家法第 14条第１項） 

空家等の管理は、所有者等において適切に行われるべきで

あることから、所有者等自らの意思による改善がされるよ

う、助言又は指導を行います。 

(ⅱ) 勧告 

（空家法第 14条第２項） 

繰り返し助言又は指導を行ったものの、なお改善されない

と認められるときは、その所有者等に対し、相当の猶予期

限を付けて、勧告を行います。 

また、勧告された場合は地方税法に基づき、当該特定空家

等に係る敷地について、固定資産税等の住宅用地特例の対

象から除外されます。 

■固定資産税等の住宅用地特例（住戸一戸あたり） 

区分 固定資産税課税標準額 

小規模住宅用地 200㎡以下 小規模住宅用地 

一般住宅用地 200㎡を超える分 一般住宅用地 

住宅用地でない宅地 特例なし 住宅用地でない宅地 

※なお、特定空家等の状態が改善され、特定空家等でないと認められる

ときは、再度、当該特例の対象となります。 

勧告を行った場合は、その旨を固定資産税担当部署に連絡します。な

お、１月１日までに勧告したものが、翌年度から住宅用地特例の対象

から除外されます。 

(ⅲ) 命令 

（空家法第 14条第３項） 

正当な理由がなく勧告に係る措置をとらなかった場合にお

いて、特に必要があると認められるときは、相当の猶予期

限を付けて、勧告に係る措置をとることを命じます。 

(ⅳ) 代執行 

（空家法第 14条第９項） 

（環境条例第 22条） 

必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた

者がその措置を履行しないとき、履行したとしても十分で

ないとき又は履行しても期限までに完了する見込みがない

ときは、行政代執行法の定めるところに従い、代執行を行

います。 

  

（２）特定空家等への措置 
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参考：管理不適切な空家等に対する措置内容とその流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空家等（空家法第２条第１項） 

空家等調査（空家法第９条第１項） 住民等からの情報提供 

立入調査 

（空家法第９条第２項、環境条例第 18条第１項） 

行政代執行 

（空家法第 14条第９項、環境条例第 22条） 

所有者等による改善がみられない 

 

 

特定空家等か否かの判断・庁内検討委員会による協議 

特定空家等と認定 所有者等へ適切な管理に関する助言等 

特定空家等でないと判断 

所有者等による 

空家等の改善 

空家等の状態等 

経過の確認 

勧 告 

（空家法第 14条第２項） 

命 令 

（空家法第 14条第３項） 

固定資産税等の住宅用地特例

の対象外の通知 

過料 

（空家法第 16条第１項） 命
令
違
反 

所有者等の調査（空家法第 10条） 

適切な管理の促進（空家法第 12条） 

所有者等による改善が見られない 

助言または指導 

（空家法第 14条第 1項） 
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空家等対策の推進にあたって 

１．空家等調査の実施 

（１）継続的な空家等情報の把握 

以下の方法で町内の空家等の状況を継続的に把握するための調査を行います。 

① 住宅・土地統計調査の活用      ② 住民等からの空家等相談に応じた個別調査 

③ 空家等実態調査           ④ 立入調査 

（２）情報のデータベース化 

各調査の結果のほか、空家法第 12条の助言又は第 14条の措置の実施状況をデータベース化

し、空家等の情報を一元管理できるように努めます。 

２．相談体制の構築 

（１）所有者等及び住民等からの相談対応 

空家等に関する多様な相談に関して、「まち創造部 環境・まちづくり推進課」を空家等対策

全般の総合相談窓口とし、全般的な対応を行います。 

（２）庁内組織の構築 

空家等に関する対策を組織的、一体的に推進するため、庁内関係課等で構成する河南町空家

等対策庁内検討委員会を設置し、空家等対策に関する庁内連携体制を構築しています。 

【構成員】 

会長 まち創造部長 

副会長 環境・まちづくり推進課長 

委員 秘書企画課長 危機管理室長 総務課長 

 人事財政課長 住民生活課長 税務課長 

 高齢障がい福祉課長 上下水道課長  

【体系】 

 

 

 

 

（３）関係団体・民間事業者等との連携 

大阪府が設立した、中古住宅流通やリフォーム・リノベーションに関わる民間団体等と公的

団体が構成員となっている「大阪の住まい活性化フォーラム」と連携し、空家等に関する相談

者に対して専門機関を適切に案内していきます。 

（４）住民団体等との協力連携 

「かなんまちづくり基本条例」に基づき、空家等対策についても、今後、地域ぐるみでの住

民意識の高揚に合わせて住民等で構成する各種団体との協力体制づくりを図っていきます。 

３．計画の進行管理 

本計画の進行状況を定期的に庁内検討委員会に報告し、取り組み状況の評価・検証を行い、

必要に応じて計画の見直しを行います。併せて、次期計画への反映も行っていきます。 

庁内検討会議 庁 議 

・空家等対策計画の策定・見直し 

・空家等の適正管理、活用の推進 

・特定空家等の認定 等 

町長、副町長、教育長、 

部長級 

報 告 

（重要事項） 
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河南町 まち創造部 環境・まちづくり推進課 

住所：〒585-8585 大阪府南河内郡河南町大字白木 1359-6 

電話：0721-93-2500（代表） FAX：0721-93-4691 

URL ：http://www.town.kanan.osaka.jp/ 


